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大学設置基準の一部を改正する省令案及び告示の新設に関する 

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について 

 

 「大学設置基準の一部を改正する省令案及び告示の新設」について、令和５年３月１

日から令和５年３月 31 日までの期間、電子メール・郵便を通じて、広く国民の皆様か

ら御意見の募集を行いましたところ、合計 27件の御意見をいただきました。 

 今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおりです。

なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。貴重な御意見

をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 



（別 紙） 

 

 

主な意見の概要 文部科学省の考え方 

実務家教員の範囲 

○専攻分野の実務経験を有する大学教

員は必要。 

○実務経験を有する研究者教員もカウ

ントできるようにしてほしい。また、実

務経験には、フリースクールや認可外

保育施設等もカウントできるように対

象範囲を柔軟にしてほしい。 

○実務家教員の経験年数や実務から離

れた期間については、必要な専門性と

人数の確保のため、柔軟にしていただ

きたい。 

実務家教員については、担当科目と

当該実務家教員の実務経験を勘案し、

評価することとなります。全体として

は、学校教育に関する実務教育に関す

る実務経験者を中心として構成される

ことが適当ですが、学校教育関係者以

外であっても、その実務経験は、担当科

目の授業内容を踏まえた上で評価し得

るものと考えます。 

また、実務家教員としての実務経験

や、元実務家として実務から離れた期

間については、先行する教職大学院の

取扱いを参考にしつつ、各大学の教育

課程や教員配置の状況に応じて、各大

学において判断するものと考えます。 

 

実務家教員の割合 

○実務家教員は、学生の実習支援、就職

活動や就職活動・採用活動の支援にお

いて有力な存在である。 

○実務家教員は、教育のうち実務に関

する部分を担当するため、教育、研究、

管理的業務を担う基幹教員とは区別す

ることが適当。 

○現在の実務経験も、数年後には過去

の経験になるため、教員数の基準では

なく教職課程の科目に具体基準を設け

て非常勤等で対応すべき。 

○基幹教員をすぐに確保することは難

しいため、割合は１割５分以上とすべ

き。 

大学は、その教育研究上の目的を達

成するために、必要な教員等からなる

教育研究実施組織を編制することや、

各教育課程上主要と認める授業科目に

ついては原則として基幹教員に担当さ

せることなどが求められています。 

そのような中で、『令和の日本型学校

教育』を担う教師の養成・採用・研修等

の在り方について（答申）」（令和４年 12

月 19日中央教育審議会。以下「令和４

年度答申」という。）では、学校現場の

優れた実践者が教師養成に関わること

は意義にあることであり、学部段階に

おいても、実務家教員の登用を進め、例



えば必要最低教員数のおおむね２割以

上を設定することについて検討すべき

という提言がされました。答申に示さ

れた改革の方向性を制度的に担保する

ものとして、基幹教員の２割を実務家

教員とすることを設定したものです。 

実務家教員の質保証 

○大学教員は、研究者として自立的に

研究を行い、かつ学生に研究指導を行

う必要がある。実務家教員として自ら

の実務に関わる内容を客観的・探究的・

学術的に考察できる資質や能力を担保

するためには、修士や教職修士（専門

職）、あるいは博士の学位が必要。若し

くは、論文等の研究実績が必要。 

○研究者の中にも学校現場と協働して

研究・教育等を進めている教員はいる。

今回の改正で、優れた若手研究者を採

用しようとする機運が下がることが危

惧される。 

○実務家教員として学校管理職を充て

ることは、管理教育の強化につながる。

また、現在の教職員はブラック校則を

維持している人々であるから大学教員

としては不適当。 

実務家教員には、一律に学位や研究

業績を求められるものではありません

が、令和４年答申で指摘されていると

おり、単に自らの実務経験や授業観・学

習観を学生にそのまま伝達するのでは

なく、大学教員として、実務経験を体系

化・構造化し、理論と結び付けながら教

育を行うことが求められています。ま

た、実務家教員の質を担保していくに

あたっては、答申に示されているよう

に、大学教員として必要とされる業務

（教育、研究、マネジメント）全般に関

わる能力開発に向けたファカルティ・

ディベロップメントの高度化に取り組

むことが必要です。 

これらについて、文部科学省では引

き続きその周知を図っていきます。 

学部教育や学校現場への影響 

○現場を経験した優秀な教員を大学に

配置するという趣旨は理解できる。 

○今回の改正により、系統的な学部の

教育カリキュラムの逸脱や、人材確保

に苦慮する事態を招くことにつなが

る。 

○現場の教員が不足している中、優秀

な免許保有教師が大学に流れてしまう

可能性があるとともに、そうした教員

を学校現場から引き抜くと、現場が今

学校現場の優れた実践者が教師養成

に関わることは意義にあることであ

り、教師の養成について、理論と実践の

往還を重視した好循環を実現していく

ことが求められています。そのため、大

学と教育委員会等との人事交流を積極

的に推進することにより、教員養成学

部と教育委員会等との連携の強化・実

質化を図っていくことが重要です。 

今回の制度改正を契機として、教員



以上に弱体化する。 養成機能の充実のみならず、実務家教

員となった者が再び学校現場や教育現

場に戻り、指導的な立場として学校教

育の改善・充実を進めていく等、学校現

場の充実に資する好循環の実現を図っ

ていくことは重要です。実務家教員の

確保及び計画的な育成について、文部

科学省では引き続きその周知を図って

いきます。 

その他 

○学校教員の待遇改善が必要である、

等。 

今回の改正と直接の関係はありませ

んが、今後の参考とさせていただきま

す。 

 


